
公示第23号

公 示

準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化

の推進のために監督上必要となる措置等の実施について

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法

等の一部を改正する法律（平成25年法律第83号。以下「改正法」という。）の施行に伴い、

「準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要と

なる措置等の実施について」を別紙のとおり定めたので公示する。

（平成26年１月27日付け公示第23号）

一部改正（平成27年１月26日付け公示第８号）

平成26年１月27日

内閣府沖縄総合事務局長



別紙

準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化

の推進のために監督上必要となる措置等の実施について

Ⅰ．準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要

となる措置等を実施するに当たっての基本的な考え方等

１．基本的な考え方

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化

に関する特別措置法（平成21年法律第64号。以下「法」という。）、関係省令、関係告

示及び本公示をはじめとする関係公示の運用に当たっては、改正前の特定地域におけ

る一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（以下「旧法」

という。）の施行以降、それぞれの一般乗用旅客自動車運送事業者（法第２条第２項

に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者。以下「タクシー事業者」という。）がこ

れまでに実施してきた一般乗用旅客自動車運送事業（法第２条第１項に規定する一般

乗用旅客自動車運送事業。以下「タクシー事業」という。）の適正化及び活性化に資

する取組み（需要喚起、労働条件の改善、減車等）を十分に考慮することとする。

２．基準車両数

基準車両数は、準特定地域の指定時（準特定地域から継続して特定地域に指定され

た場合及びその後に特定地域から継続して準特定地域へ指定された場合は、当該継続

して指定された最初の準特定地域の指定時。）における営業区域ごとの当該事業者の

一般の需要に応じることができるタクシー事業の事業用自動車（法第２条第９項に規

定する事業用自動車。以下「タクシー車両」という。）の合計数とする。

なお、沖縄総合事務局長が特別な配慮が必要と認める場合には、沖縄総合事務局長

が別途公示するタクシー車両の合計数とすることができることとする。

ただし、以下に該当する場合には、当該車両数を基準車両数に加え又は減じること

とする。

① 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別

措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する

省令（平成26年国土交通省令第７号。以下「整備省令」という。）附則第２項の規

定による道路運送法（昭和26年法律第183号）第15条第３項に基づく届出により、

法の適用を受けることとなる車両数を加える。

② 改正法の施行の際、現に「特定事業計画における事業再構築の実施のために必要

となる特例措置の実施について（平成22年５月10日付け公示第20号）」に基づき休

車している車両数を加える。

③ タクシー事業者が他のタクシー事業者を完全子会社化し、当該完全子会社のタク

シー事業を廃業した場合にあっては、当該完全子会社の基準車両数を当該タクシー



事業者の基準車両数に加える。

④ 道路運送法第36条に基づきタクシー事業の全部又は一部の譲渡及び譲受の認可を

受けた場合は、原則として当該タクシー事業の全部又は一部に係るタクシー車両数

に相当する基準車両数を当該譲受したタクシー事業者の基準車両数に加え、また、

譲渡したタクシー事業者の基準車両数から減じる。

Ⅱ．準特定地域におけるタクシー事業の申請等に対する取扱いについて

１．処理方針

沖縄総合事務局長は、準特定地域に指定されている営業区域に係る需給状況の判断

を年１回実施し、これに基づき、当該営業区域における供給輸送力の増加が可能な場

合にその車両数及び申請受付期間を公示することとする。

当該申請受付期間に、準特定地域の全部若しくは一部を含む営業区域に係る道路運

送法第４条第１項の許可又は供給輸送力を増加させる事業計画の変更に係る認可の申

請を受け付けた場合は、法第14条の４又は第15条の２に基づき、次の手続を経て、許

可又は事業計画の変更に係る認可を行うこととする。

２．需給状況の判断等

（１）算定方法

①輸送需要に対する必要車両数の算定方法は、次のとおりとする。

「輸送需要量」＝「当該準特定地域における直近年度の総実車キロ」×

「当該準特定地域における総実車キロの直近５年間分の対前年

度比率の平均値（相乗平均）」

「必要車両数」＝ 輸送需要量÷（総走行キロ×実車率÷延べ実働車両数）÷

365÷実働率

※各計算要素については、原則として以下の数値を使用する。

◇総走行キロ、延べ実働車両数・・・直近５年間の平均輸送実績

◇実車率 ・・・ H13年度の実績値

◇実働率 ・・・ 原則として90％（ただし、当該準特定地域に法第８条第１

項の協議会（以下、単に「協議会」という。）が組織され

ている場合にあっては、当該協議会の議決に基づく申出に

より80％又は平成13年度実績のいずれか低い値から90％の

範囲内で定めることができることとする。この場合におい

て、需給状況の判断結果に基づく適正と考えられる車両数

の上限値となる実働率を下限とする。）

②増車可能車両数の算定方法は、次のとおりとする。

「増車可能車両数」＝「当該準特定地域の必要車両数」－「現に当該準特定地域

に存する営業所に配置されている車両数の合計」

（２）実施時期等

需給状況の判断は原則として毎年８月１日を目途に公表することとし、供給輸送



力の増加が可能な営業区域ごとに、次のイから二の区分ごとに増加可能車両数を公

示することとする。なお、当該公示には、原則として60日間程度の申請受付期間を

明記することとする。

イ タクシー事業（１人１車制個人タクシーを除く。以下「法人タクシー」という。）

の新規許可、条件解除（業務の範囲を限定する旨の条件を付された一般乗用旅客

自動車運送事業者における当該条件の解除をいう。以下同じ。）の承認及び営業

区域の設定に係る事業計画の変更に係る認可

ロ タクシー事業（１人１車制個人タクシーに限る。以下「個人タクシー」という。）

の新規許可

ハ 法人タクシーの増車（準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合計数

を増加させる事業計画の変更をいう。ただし、条件解除に伴うものを除く。以下

同じ。）の認可

二 法人タクシーの休車（７．（１）②に規定する休車をいう。）の解除

（３）配分方法

増加可能車両数の配分については、以下の順により行う。

① 増加可能車両数を４分の１ずつ（２）イから二に配分し、端数が生じた場合に

ついては、これをニに繰り入れる。

② ①で（２）イに配分された車両数を当該準特定地域である営業区域の法人タク

シーの最低車両数で除した値（商）が１以上の場合にはこれを法人タクシーの新

規許可、条件解除の承認又は営業区域拡大に係る事業計画変更認可可能な事業者

の枠とし、１に満たない場合及び１未満の端数が生じる場合は、これに相当する

車両数を二に繰り入れる。

（４）法人タクシーの新規許可（条件解除の承認を含む。）、営業区域拡大に係る事業計

画変更認可の枠の配分及び順序

① （３）②により配分された事業者の枠については、これが２以上の場合には、

「新規許可（条件解除の承認を含む。）」及び「営業区域拡大に係る事業計画変更

認可」の事業者の枠それぞれに２分の１ずつ配分し、１の場合及び端数が生じる

場合は、これを「営業区域拡大に係る事業計画変更認可」の事業者の枠とする。

② 審査の結果、「新規許可（条件解除の承認を含む。）」又は「営業区域拡大に係

る事業計画変更認可」すべき申請件数が①の事業者の枠に満たない場合は、他方

へ繰り入れることとし、それでもなお事業者の枠に残余が生じる場合には、（２）

二へ繰り入れることとする。

③ 審査の結果、新規許可すべき申請件数（条件解除の承認をすべき件数を含む。）

が①により配分された新規許可の事業者の枠を上回った場合には、くじ引きによ

り許可又は承認すべき者を決定することとする。

④ 審査の結果、認可すべき申請件数が①により配分された営業区域拡大に係る事

業計画変更認可の事業者の枠を上回った場合には、くじ引きにより認可すべき者

を決定することとする。

（５）個人タクシーの新規許可の順序

① 審査の結果、新規許可すべき申請件数が（３）①により配分された個人タクシ

ーの新規許可の枠を上回った場合には、くじ引きにより許可すべき者を決定する



こととする。

② 審査の結果、新規許可すべき申請件数が（３）①により配分された個人タクシ

ーの新規許可の枠を下回った場合には、残余を（２）二へ繰り入れることとする。

（６）増車の認可の順序

① 審査の結果、認可すべき申請に係る増車車両数が（３）①及び（７）②により

配分された増車認可の車両数の枠を上回った場合には、６．（１）③により付与

された点数に基づきドント方式により増車車両数を分配するものとし、具体的に

は次のとおりとする。

・６．（１）③により付された点数を１から当該申請に係る増車車両数に相当す

る数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きい

ものから順次に数えて車両数の枠に相当する数になるまでにある商で各申請に

付与された点数に係るものの個数をもって、それぞれの申請に対する増車を認

める車両数とする。

② 審査の結果、認可すべき申請に係る増車車両数が（３）①により配分された増

車認可の車両数の枠を下回った場合には、残余を（２）二へ繰り入れることとす

る。

（７）休車解除の順序

① 休車解除の申請に係る車両数が、（３）①、②、（４）②、（５）②及び（６）

②により配分された車両数の枠を上回る場合には、当該申請に係る休車車両数１

両を１票として、くじ引きにより解除すべき車両数を決定する。

② 休車解除の申請に係る車両数が、（３）①、②、（４）②、（５）②及び（６）

②により配分された車両数の枠を下回った場合には、認可すべき増車の申請に係

る車両数が配分された車両数の枠で充足されていない場合は、残余を（２）ハへ

繰り入れることとする。また、認可すべき増車の申請に係る車両数が配分された

車両数の枠で充足されている場合は、残余が最低車両数以上の場合には最低車両

数単位で（２）イに、最低車両数未満の場合又は最低車両数未満の数が生じた場

合は、（２）ロへ繰り入れることとする。

３．法人タクシーに係る新規許可等

（１）処理方針

沖縄総合事務局長は、準特定地域における法人タクシーに係る新規許可の申請に

対しては、２．（４）①により増加可能車両数の配分があった場合に、「一般乗用旅

客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーを除く。）の許可、事業計画の変更の

認可、事業の譲渡譲受の認可、合併、分割又は相続の認可、運送約款の認可に関す

る審査基準（平成14年１月28日付け公示第８号。以下「審査基準公示」という。）」

に定める方針に適合することに加え、次に掲げる基準に適合するものに限り許可す

ることとする。

①供給過剰とならない基準

イ 許可の申請に係る事業全体の経営形態、経営規模などが輸送需要との関係で

適切なものであること。

ロ 許可の申請に係る事業の開始によって営業区域に係る供給輸送力が輸送需要



量に対し不均衡とならないものであること。

ハ その他許可の申請に係る事業の開始が公衆の利便を増進するものであるこ

と、円滑な自動車の運行を阻害するものでないこと等公益上必要であり、かつ、

適切なものであること。

②最低車両数

原則として、次に掲げる営業区域の区分に応じ、それぞれ次に定める車両数と

する。許可を行う際は、申請１件につき当該車両数を限度とする。

イ 沖縄本島 30両

ロ その他の営業区域 20両

（２）適用開始時期

（１）の規定は、平成26年１月27日以降に処分をするものから適用する。

４．個人タクシーに係る新規許可

（１）処理方針

沖縄総合事務局長は、準特定地域における個人タクシーに係る新規許可の申請に

対しては、２．（３）により増加可能車両数の配分があった場合に、「一般乗用旅客

自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限る。）の許可、事業計画の変更の認

可、事業の譲渡譲受の認可、相続の認可及び運送約款の認可に関する審査基準（平

成14年１月29日付け公示第10号）」に定める方針に適合することに加え、次に掲げ

る基準に適合するものに限り許可することとする。

・供給過剰とならない基準

イ 許可の申請に係る事業全体の経営形態、経営規模などが輸送需要との関係で

適切なものであること。

ロ 許可の申請に係る事業の開始によって営業区域に係る供給輸送力が輸送需要

量に対し不均衡とならないものであること。

ハ その他許可の申請に係る事業の開始が公衆の利便を増進するものであるこ

と、円滑な自動車の運行を阻害するものでないこと等公益上必要であり、かつ、

適切なものであること。

（２）適用開始時期

（１）の規定は、平成26年１月27日以降に処分をするものから適用する。

５．準特定地域に指定されている営業区域の設定に係る事業計画変更認可

（１）処理方針

法第15条第１項の規定による道路運送法第15条第１項の規定に基づく準特定地域

に指定されている営業区域の設定に係る事業計画変更認可申請については、２．

（４）①により増加可能車両数の配分があった場合に、審査基準公示に定める方針

に適合することに加え、次に掲げる基準の全てに適合するものに限り認可すること

とする。

①供給過剰とならない基準

イ 認可申請に係る準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合計数の増

加に伴う事業全体の経営形態、経営規模などが輸送需要に対し適切なものであ



ること。

ロ 認可の申請に係る準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合計数の

増加によって営業区域に係る供給輸送力が輸送需要量に対し不均衡とならない

ものであること。

ハ その他認可の申請に係る準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合

計数の増加が公衆の利便を増進するものであること、円滑な自動車の運行を阻

害するものでないこと等公益上必要であり、かつ、適切なものであること。

②事業活動に関する基準

イ 営業区域内の営業所に配置するタクシー車両一台当たりの収入が前事業年度

と比較して増加していること又は当該準特定地域の平均に比べ高いこと。

ロ 運輸安全マネジメントに基づき、輸送の安全に関する基本方針及び目標が定

められており、かつ、当該目標の達成状況が把握されていること又は申請前１

年間及び申請後において、タクシー事業に関し、道路運送法、タクシー業務適

正化特別措置法（昭和45年法律第75号）又は法若しくはこれらに基づく命令の

違反による行政処分がないこと。

ハ タクシー車両の走行距離百万キロメートル当たりの交通事故（道路交通法（昭

和23年法律第105号）第72条第１項の交通事故をいう。以下同じ。）の発生件数

が、営業区域におけるタクシー車両の走行距離百万キロメートル当たりの交通

事故の発生件数未満であること。

ニ 労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する全ての労働契約

を締結するタクシー車両の運転者（以下「タクシー運転者」という。）につい

て、賃金を一定の割合以上で増額する措置が講じられていること。

ホ 準特定地域計画に定められたタクシー事業の活性化のための措置が講じられ

ていること。

ヘ 営業区域内の営業所に配置する「ユニバーサルデザインタクシー（移動等円

滑化の促進に関する基本方針において移動等円滑化の目標が定められているノ

ンステップバスの基準等を定める告示（平成24年国土交通省告示第257号）」第

４条第１項の規定による認定を受けたものをいう。以下「ＵＤタクシー」とい

う。）の台数が前事業年度と比較して増加していること。

③最低車両数

３．（１）②の規定を準用する。

④適用

②に掲げる基準については、申請者が申請日現在設定している営業区域のうち、

営業区域内の営業所に配置するタクシー車両の合計数が最も多い営業区域につい

て審査することとする。

また、当該営業区域が準特定地域として指定されていない場合には、②ホは適

用しない。

（２）適用開始時期

（１）の規定は、平成26年１月27日以降に処分をするものから適用する。

（３）条件解除への準用

（１）及び（２）の規定は、条件解除について準用する。この場合において、



（１）中「法第15条第１項の規定による道路運送法第15条第１項の規定に基づ

く準特定地域に指定されている営業区域の設定に係る事業計画変更認可申請」

とあるのは「準特定地域に指定されている営業区域における条件解除の申請」

と、「認可する」とあるのは「条件解除する」と読み替えることとする。

６．増車の認可

（１）処理方針

法第15条第１項の規定による道路運送法第15条第１項の規定に基づく準特定地域

に指定されている営業区域に係る増車の申請については、２．（３）①及び（７）

②により増加可能車両数の配分があった場合に、審査基準公示一．３．、５．～９．

及び二．２．に準じて審査を行うことに加え、それぞれ次に掲げる基準の全てに適

合するものに限り認可することとする。

①供給過剰とならない基準

イ 認可申請に係る準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合計数の増

加に伴う事業全体の経営形態、経営規模などが輸送需要に対し適切なものであ

ること。

ロ 認可の申請に係る準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合計数の

増加によって営業区域に係る供給輸送力が輸送需要量に対し不均衡とならない

ものであること。

ハ その他認可の申請に係る準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合

計数の増加が公衆の利便を増進するものであること、円滑な自動車の運行を阻

害するものでないこと等公益上必要であり、かつ、適切なものであること。

②事業活動に関する基準

イ 認可の申請に係る準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両一台当たり

の収入が前事業年度と比較して増加していること又は当該準特定地域の平均に

比べ高いこと。

ロ 運輸安全マネジメントに基づき、輸送の安全に関する基本方針及び目標が定

められており、かつ、当該目標の達成状況が把握されていること又は申請前１

年間及び申請後において、タクシー事業に関し、道路運送法、タクシー業務適

正化特別措置法又は法若しくはこれらに基づく命令の違反による行政処分がな

いこと。

ハ タクシー車両の走行距離百万キロメートル当たりの交通事故の発生件数が、

認可の申請に係る準特定地域におけるタクシー車両の走行距離百万キロメート

ル当たりの交通事故の発生件数未満であること。

ニ 労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する全ての労働契約

を締結するタクシー運転者について、賃金を一定の割合以上で増額する措置が

講じられていること。

ホ 準特定地域計画に定められたタクシー事業の活性化のための措置が講じられ

ていること。

ヘ 認可の申請に係る準特定地域内の営業所に配置するＵＤタクシーの台数が前

事業年度と比較して増加していること



③点数の付与

②に掲げる基準について以下のとおり点数を付与する。

イについて

前年に比して増加した場合又は当該準特定地域の平均と比べ高い場合 １点

前年に比して５％以上増加した場合又は当該準特定地域の平均と比べ５％以上

高い場合 ２点

前年に比して10％以上増加した場合又は当該準特定地域の平均と比べ10％以上

高い場合 ３点

ロについて

運輸安全マネジメントに基づき、輸送の安全に関する基本方針及び目標が定め

られており、かつ、当該目標の達成状況が把握されている場合 １点

申請前１年間及び申請後において、タクシー事業に関し、道路運送法、タクシ

ー業務適正化特別措置法又は法若しくはこれらに基づく命令の違反による行政

処分がない場合 １点

ハについて

走行距離百万キロメートル当たりの交通事故の発生件数が下回っている場合

１点

走行距離百万キロメートル当たりの交通事故の発生件数が５％以上下回ってい

る場合 ２点

走行距離百万キロメートル当たりの交通事故の発生件数が10％以上下回ってい

る場合 ３点

交通事故の発生件数が０件の場合 ３点

ニについて

措置が講じられている場合 ２点

ホについて

実施されている活性化措置の数が５～14件の場合 １点

実施されている活性化措置の数が15～29件の場合 ２点

実施されている活性化措置の数が30件以上の場合 ３点

ヘについて（いずれの場合にあっても申請前１年間にＵＤタクシーが増加してい

るものに限る。）

申請１年前と比べ、当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合計

数に占めるＵＤタクシーの割合が増加した場合又は当該準特定地域内の営業所

に配置するタクシー車両の合計数の20％以上がＵＤタクシーである場合 １点

申請１年前と比べ、当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合計

数に占めるＵＤタクシーの割合が５％以上増加した場合又は当該準特定地域内

の営業所に配置するタクシー車両の合計数の40％以上がＵＤタクシーである場

合 ２点

申請１年前と比べ、当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合計

数に占めるＵＤタクシーの割合が10％以上増加した場合又は当該準特定地域内

の営業所に配置するタクシー車両の合計数の60％以上がＵＤタクシーである場

合 ３点



④実働率

申請者の申請に係る営業区域におけるタクシー車両の実働率について、80％以

上であること。ただし、地域の標準的な実働率など実情を踏まえて、沖縄総合事

務局長が当該地域における実働率を公示した場合には、その率以上であること。

（２）適用開始時期

（１）の規定は、平成26年１月27日以降に処分をするものから適用する。

（３）適用除外

① 条件解除に伴う増車の申請については、６．（１）の規定は適用しない。

② 道路運送法第21条第２号に基づく乗合旅客の運送の許可に伴い、当該乗合運送

許可（以下「乗合運送許可」という。）に係る運送のみを行うための増車は、そ

の旨の条件を付して認可することができることとする。この場合、１．、２．及

び６．（１）①～④の規定は適用せず、基準車両数にも含めないこととする。

７．減車及び休車の取り扱い

（１）本公示において、減車及び休車とは、それぞれ次のとおりとする。

①減車

特定地域又は準特定地域において、当該特定地域又は準特定地域内の営業所に

配置するタクシー車両の合計数を減少させる事業計画の変更のうち、②に規定す

るものを除くもの。

②休車

準特定地域において、当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合

計数を減少させる事業計画の変更であって、減車と併せて実施することにより、

法第15条第１項の規定により読み替えて適用する道路運送法第15条第１項のタク

シー車両の合計数を増加させる事業計画の変更認可の基準の特例を設けるもの

（（３）に適合するものに限る。）

（２）減車の実施方法

認定事業者計画又は認定活性化事業計画に基づき実施する減車については、認定

申請書に減車の時期が具体的に記載された事業計画（タクシー車両の数）変更の事

前届出書が添付されている場合には、法第８条の８第１項又は法第13条第１項の規

定に基づく道路運送法第15条第３項の届出をしたものとみなす。

それ以外の場合には、減車の時期が具体化した時点において同項の届出を行わな

ければならない（みなし届出の適用以外は道路運送法の減車に同じ。）。

（３）休車実施の要件

沖縄総合事務局長は、次に掲げる要件に適合する供給輸送力減少を休車として取

り扱うこととし、（５）に規定する特例を適用することとする。

①事業再構築として以下の要件に適合する法第11条による活性化事業計画の認定を

受けていること。

1)休車期間

１年以上であること。

2)休車車両数

当該タクシー事業者の基準車両数からの減車車両数と同数を限度とするこ



と。なお、共同事業再構築の場合にあっては、当該共同事業再構築を実施する

タクシー事業者の基準車両数からの減車車両数の合計の同数をこれらのタクシ

ー事業者の休車車両数の合計の限度とすることができる。

ただし、旧法に基づく特定地域に指定されており、引き続き法に基づく準特

定地域に指定されている営業区域の事業者にあっては、この限りではないこと

とし、改正法の施行の際、現に「特定事業計画における事業再構築の実施のた

めに必要となる特例措置の実施について（平成22年５月10日付け公示第20号）」

に基づき実施されている休車については、この限度に含めないこととする。ま

た、当該休車については、本公示に基づき実施した休車とみなす。

3)実施予定時期

準特定地域の指定期間内に実施するものであること。

（４）休車の実施方法

認定活性化事業計画に基づき実施する休車については、認定申請書に休車期間、

休車車両数及び実施時期が具体的に記載された事業計画（事業用自動車の数）変更

の事前届出書（認定活性化事業計画に基づき（３）の要件への適合を確認できるも

のに限る。）が添付されている場合には、法第８条の８第１項又は法第13条第１項

の規定に基づく道路運送法第15条第３項の届出をしたものとみなす。

それ以外の場合には、休車の時期が決定した時点において休車期間、休車車両数

及び実施時期を記載した事業計画（事業用自動車の数）変更の事前届出書（認定活

性化事業計画に基づき（３）の要件への適合を確認できるものであって、届出の時

点で法第14条による認定活性化事業計画の認定の取消しを受けていないものに限

る。）を提出しなければならない。

届出（みなし届出を含む。）に基づき休車を実施する際には、遅滞なく、休車車

両数に相当するタクシー車両の抹消登録等使用権原を消滅させる手続をしなければ

ならない。

（５）休車の解除

沖縄総合事務局長は、休車実施事業者が行うタクシー車両の合計数の増加の認可

の申請に対しては、２．（３）により増加可能車両数の配分があった場合に、次に

掲げる要件に適合するものに限り認可を行う。この場合、６．の規定は適用しない。

イ 認定活性化事業計画に定めた休車期間を経過していること

ロ 自動車その他の輸送施設の使用の停止以上の処分を受けている場合は、当該処

分期間を満了していること

（６）適用開始時期

（１）～（５）の規定は、平成26年１月27日以降に処分をするものから適用する。

８．協議会の意見聴取

沖縄総合事務局長は、３．～６．に係る処分を行おうとする場合に、当該準特定地

域に協議会が組織されているときには、当該協議会に対し、特定地域及び準特定地域

における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規

則（平成21年国土交通省令第58号。以下「施行規則」という。）第10条第２項に基づ

き、原則15日以上の提出期限を付して、次の書面を添えて、施行規則第10条第１項に



基づく通知を行い、許可等しようとする申請について、当該協議会の意見を聴くこと

とする。

イ 当該営業区域に係る需給状況の判断に関する書面

ロ 当該許可の申請書に係る道路運送法施行規則第４条第８項第１号及び第３号に掲

げる事項を記載した書面

なお、期限までに協議会からの意見の提出を受けないときは、準特定地域計画に定

められた事項の実施に支障がない旨の協議会の意見の提出を受けたものとみなす。

９．標準処理期間

この公示に規定する許可又は事業計画の変更認可に係る標準処理期間については、

「道路運送法上の申請に対する処分（自動車事業に係るものを除く。）に関する標準

処理期間について（平成14年１月31日付け公示第20号）」の規定を次のとおり読み替

えることとする。この場合、申請受付日から申請受付期間満了の日までの期間は標準

処理期間の算定には含まれない。

１．事業の許可(法第４条第１項)

４ヶ月

４．事業計画の変更の認可(法第15条第１項)

４ヶ月

10．その他

（１）施行規則第５条に規定する事業用自動車の使用の停止については、供給輸送力減

少のための減車及び休車と別途、これを実施することを妨げない。

（２）２．（２）により沖縄総合事務局長が公示する申請受付期間以外に申請のあった

ものについては、申請後に行う最初の需給状況の判断を公表したのち、次のとおり

取り扱うこととする。

① 需給状況の判断の結果、２．（２）イ～ニの区分のうち当該申請が該当する区

分に増加可能車両数が公示されている場合 当該公示に規定される申請受付期間

内に申請があったものとみなす。

② 需給状況の判断の結果、２．（２）イ～ニの区分のうち当該申請が該当する区

分に増加可能車両数がない場合 法第14条の４第１項又は第15条の２第１項第１

号に基づき却下する。

Ⅲ．特定地域及び準特定地域における減車実施事業者に対する監査の特例

減車（注１）により、タクシー事業者の営業区域ごとのタクシー車両（道路運送法施

行規則第四条第八項第三号に基づき国土交通大臣が定める区分を定める告示（平成26年

国土交通省告示第59号）第２号に規定する事業用自動車（以下「その他ハイヤー車両」

という。）を除く。）の合計数が、Ⅰ．２．の基準車両数（注２）に0.9を乗じて得た車

両数を下回っているタクシー事業者（Ⅱ．３．（１）②による引き上げ前の最低車両数

基準以下のものを除く。）については、「自動車運送事業の監査方針について（平成25年

９月25日付け公示第38号）」の３．⑭及び７．の規定にかかわらず、原則として、一般

監査及び呼出指導の対象としないこととする。ただし、旧法に基づく特定地域に指定さ



れており、引き続き法に基づく準特定地域に指定されている営業区域の事業者にあって

は、事業者計画又は活性化事業計画（旧法に基づく特定事業計画（認定特定事業計画の

変更を含む。）を含む。）に基づいて、基準車両数又は法施行時の保有車両数に0.2を乗

じた値の小数点以下を切り捨てた車両数（ただし、最低１両）以上の休車を実施した場

合には、平成21年９月30日以前に基準車両数から10％の減車を実施したものとみなし、

同休車を実施した日から本規定に基づく監査の特例を適用する。

注１ 「特定特別監視地域等において試行的に実施する増車抑制対策等の措置について

（平成19年11月20日付け公示第88号）」に規定する特定特別監視地域（以下、単に

「特定特別監視地域」という。）に指定された後、実施されたものに限る。

注２ 旧法に基づく特定地域に指定されており、引き続き法に基づく準特定地域に指定

されている営業区域の事業者にあっては、特定特別監視地域に指定された時点（継

続して指定（特別重点監視地域の指定を含む。）されている場合は、当該継続して

指定された最初の指定時。）、改正前の法に基づく特定地域に指定された時点又はⅠ．

２．の基準車両数（タクシー車両の合計数からその他ハイヤー車両の合計数を減じ

た数）のいずれか最も多い車両数とする。

附 則

１ 本公示は、平成26年１月27日から施行する。

附 則（平成27年１月26日 公示第８号）

１ 本公示は、平成27年１月26日から適用するものとする。


